
南国市結婚等新生活支援事業費補助金交付要綱

平成２９年３月２９日 告示第 ２９号

平成３０年５月 ８日 告示第 ６７号

令和 元年５月 ８日 告示第 ２号

令和 ２年５月 ７日 告示第 ７２号

令和 ３年４月１９日 告示第 ７１号

令和 ４年５月３０日 告示第１００号

令和 ５年５月１８日 告示第 ５１号

令和 ６年５月２１日 告示第 ６５号

令和 ７年５月１４日 告示第 ７３号

令和 ７年９月１６日 告示第１５１号

令和 ８年５月２０日 告示第 ９０号

（趣旨）

第１条 この要綱は、南国市補助金の交付に関する条例（昭和５３年南国市条例第

２０号）第１７条の規定に基づき、婚姻又は南国市パートナーシップ登録の取扱

いに関する要綱（令和４年南国市告示第１６３号）第２条第２号に規定するパー

トナーシップ登録（以下「南国市パートナーシップ登録」という。）に伴う新生

活に要する費用の一部を補助することにより、経済的理由により結婚に踏み出せ

ない者の支援及び少子化対策の強化並びに南国市への定住の促進に資することを

目的とする南国市結婚等新生活支援事業費補助金（以下「補助金」という。）の

交付に関し必要な事項を定めるものとする。

（補助対象者）

第２条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次のと

おりとする。

(1) 次に掲げる要件を満たす者（次号に該当する者を除く。）

ア 令和８年１月１日から令和９年３月３１日まで（以下「補助対象婚姻期間

」という。）に婚姻届を提出し、受理された夫婦若しくは補助対象婚姻期間

に外国方式により婚姻し、夫婦のいずれかの戸籍に当該婚姻に係る記載のあ

る夫婦又は南国市パートナーシップ登録を受けた二人（以下「夫婦等」とい



う。）であること。ただし、婚姻日（婚姻届を提出し、若しくは受理された

日のいずれか早い日又は外国方式により婚姻した日をいう。以下同じ。）又

は南国市パートナーシップ登録日において、ともに３９歳以下の夫婦等に限

る。

イ 補助対象婚姻期間に、婚姻又は南国市パートナーシップ登録を原因として、

南国市内において、新たに住居を購入し、又は住居の賃借を開始した夫婦等

であること。

ウ 夫婦等の双方が補助金の交付の申請時において、イの住居を住所として、

南国市の住民基本台帳に記録されていること。

エ 夫婦等の所得（夫婦等の所得証明書（申請時において取得できる最新のも

のとする。）に記載された所得を合算した金額が５００万円未満であること。

ただし、貸与型奨学金（公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のた

めに貸与された資金をいう。以下同じ。）の返済を現に行っている場合にあ

っては、夫婦等の所得から貸与型奨学金の年間の返済額を控除した金額が５

００万円未満であること。

オ 夫婦等の双方が、第５条の規定による補助金の交付の申請前に次に掲げる

講座の受講又は相談のいずれかを行っていること。この場合において、当該

講座又は相談は、高知県が指定したものに限る。

(ｱ) ライフデザイン支援講座の受講（乳幼児とふれあう体験及び子育て世帯

との意見交換を含む。）

(ｲ) プレコンセプションケアに関する講座の受講

(ｳ) 医療機関への妊娠・出産に関する相談

(ｴ) 共家事・共育て講座（男性の家事・育児参画のための講座を含む。）の

受講

(2) 令和７年度に同年度に係る補助対象者として補助金の交付を受けた者であっ

て、当該交付を受けた額が第４条ただし書に規定する補助金の交付の限度額に

達していないもの

２ 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、同項第１号に掲げ

る補助対象者としない。

(1) 夫婦等の双方が過去にこの補助金（他の自治体による同様の補助金を含む。

次号において同じ。）の交付を受けたことがある場合。ただし、この要綱の規



定による補助金の交付を受けた婚姻中で、当該年度における当該補助金の交付

額が第４条ただし書に規定する補助金の交付の限度額に達していない場合で、

その残額について申請するときを除く。

(2) 過去にこの補助金の交付を受けた夫婦等が離婚又はパートナーシップ登録の

解除をし、その一方の再婚又は再登録に伴う申請の場合であって、その離婚日

又は登録解除日が再婚姻日又は再登録日から起算して１年以内である場合

(3) 他の公的制度による家賃補助等を受けている場合

(4) 夫婦等のいずれか又は双方が南国市税及び高知県税を滞納している場合

(5) 夫婦等のいずれか又は双方が南国市補助金の交付に関する条例別表に掲げる

事項に該当している場合

（補助対象経費）

第３条 補助金の交付の対象となる経費は、令和８年４月１日から令和９年３月３

１日までの期間に支払った次に掲げるものとする。

(1) 前条第１項第１号イの住居に係る購入費、補助対象婚姻期間の賃料（勤務先

から住宅手当が支給されているときは、賃料から当該住宅手当の額を控除した

もの）、敷金、礼金（保障金等これに類する費用を含む。）、共益費及び仲介

手数料

(2) 引越業者又は運送業者への支払いその他の前条第１項第１号イの住居に引っ

越すために必要となる経費（荷物運搬に係る経費に限る。）

２ 前項の規定にかかわらず、同項第１号に掲げる経費に係る契約又は支払の相手

方が夫婦等のいずれかの直系親族に当たる場合は、当該経費は、補助の対象外と

する。

（補助金額）

第４条 補助金の額は、補助対象経費の合計額（当該合計額に１，０００円未満の

端数があるときは、当該端数を切り捨てる。）とし、予算の範囲内で交付する。

ただし、次の各号に掲げる補助対象者の区分に応じ、当該各号に定める額を限度

とする。

(1) 第２条第１項第１号に規定する補助対象者 次のア及びイに掲げる世帯の区

分に応じ、当該ア及びイに定める額

ア 夫婦等の双方の婚姻日又は南国市パートナーシップ登録日における年齢が

２９歳以下の世帯 ６０万円



イ アに掲げる世帯以外の世帯 ３０万円

(2) 第２条第１項第２号に規定する補助対象者 前号に規定する額から令和７年

度に受けた補助金の額を差し引いて得た額

（補助金の交付申請）

第５条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、市長が別に指定す

る日までに、南国市結婚等新生活支援事業費補助金交付申請書（様式第１号）に、

次に掲げる書類（第２条第２号に規定する補助対象者については、次に掲げる書

類のうち市長が必要と認めるもの）を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 婚姻届受理証明書若しくは婚姻後の戸籍謄本（戸籍全部事項証明書）又は南

国市パートナーシップ登録証若しくはカード型南国市パートナーシップ登録証

の写し

(2) 住民票の写し

(3) 所得証明書

(4) 住居の売買契約書（住居を購入する場合）

(5) 住居の賃貸借契約書（住居の賃借をする場合）

(6) 住宅手当支給証明書（様式第２号）（住居の賃借をする場合）

(7) 申請する補助対象経費に係る領収書の写し等の支払証拠書類

(8) 対象講座受講（相談）確認シート

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

（補助金の交付決定）

第６条 市長は、前条の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、補助金

の交付を決定したときは、南国市結婚等新生活支援事業費補助金交付決定通知書

（様式第３号）により当該申請をした者に通知するものとする。

（補助金の請求）

第７条 前条の規定による補助金の交付の決定の通知を受けた者は、南国市結婚等

新生活支援事業費補助金交付請求書（様式第４号）を市長に提出し、補助金の請

求を行うものとする。

（交付決定の取消し）

第８条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する

と認める場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。



(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) その他補助金の交付が不適当であるとき。

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消すときは、南国市結婚

等新生活支援事業費補助金交付決定取消通知書（様式第５号）により、当該者に

通知するものとする。

（補助金の返還）

第９条 市長は、補助金の交付の決定を取り消す場合において、既に交付した補助

金があるときは、その取消しに係る金額について、返還を求めるものとする。

２ 前項の規定により補助金の返還を求めるときは、南国市結婚等新生活支援事業

費補助金返還請求書（様式第６号）により、期限を定めて返還を求めるものとす

る。

（その他）

第１０条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長

が別に定める。

附 則

１ この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。

２ この要綱は、令和９年５月３１日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の

規定に基づき交付された補助金について、第８条及び第９条の規定は、同日以降

もなおその効力を有する。

附 則（平成３０年告示第６７号）

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則（令和元年告示第２号）

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則（令和２年告示第７２号）

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則（令和３年告示第７１号）

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則（令和４年告示第１００号）

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則（令和５年告示第５１号）



この要綱は、公布の日から施行する。

附 則（令和６年告示第６５号）

（施行期日）

１ この要綱は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の第３条第２項の規定は、改正後の第２条第２号の補助対象者について

は、適用しない。

附 則（令和７年告示第７３号）

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則（令和７年告示第１５１号）

（施行期日）

１ この要綱は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この要綱の施行の際、この要綱の規定による改正前の南国市結婚新生活支援事

業費補助金交付要綱様式第１号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、

所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則（令和８年告示第９０号）

この要綱は、公布の日から施行する。


